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令和４年（ネオ）第１０１号、令和４年（ネ受）第１１１号 

（東京地方裁判所 令和元年（ワ）第３３３３８号） 

（東京高等裁判所 令和３年（ネ）第２６０３号） 

 

上告人  半澤一宣 

被上告人 西日本旅客鉄道株式会社 他２名 

 

新幹線列車内喫煙ルーム廃止等請求事件 

 

 

 

 

証拠説明書（その８） 

 

 

２０２２（令和４）年３月３１日 

 

最高裁判所 御中 

 

上告人 半澤一宣  ㊞ 
 
 

※この証拠説明書の表題を（その８）としたのは、控訴審で（その７）までを提出済みの

ため、その続き番号としたものです。書証番号についても同様です。 
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甲67号証 

標目  ：成人喫煙率（厚生労働省国民健康・栄養調査）（写し） 

作成日 ：２０２０（令和２）年１２月８日 

作成者 ：厚生労働省 

立証趣旨：同省のホームページで公開されている統計情報です。 

https://www.health-net.or.jp/tobacco/statistics/kokumin_kenkou_eiyou_re
port.html 
（２０２２（令和４）年３月下旬にＵＲＬが上記のとおり変更されました） 

上告理由書の６頁25～26行目で記した「我が国の成人の喫煙率は減少の一途

を辿っており、厚生労働省は２０１９（令和元）年で16.7％と言う調査結果

を発表して」いることの根拠データとして提出します。 

 

 

甲68号証 

標目  ：運転時間が長い主な列車の一覧表（写し） 

作成日 ：２０２２（令和４）年３月１２日 

作成者 ：半澤一宣 

立証趣旨：ＪＲ旅客６社が毎日運転する列車のうち、始発駅から終着駅までの所要時間

が比較的長いものを、一覧表にまとめたものです。 

上告人が本件訴訟で喫煙ルームの廃止を求めている新幹線列車のうち、上記

の所要時間が最も長いのは「こだま８５０号」の５時間１０分、次いで「の

ぞみ１１号」などの５時間００分です。 

ところが在来線（新幹線以外の線区）では「オホーツク３号」「スーパーおき

５号」「にちりんシーガイア５号」など、上記「こだま８５０号」よりも所要

時間が長いのに喫煙ルームを設置せず、完全禁煙としている列車が存在して

います。 

被上告人らが、Ｎ７００系などの新幹線列車内に喫煙ルームを存置し続けて

いることについては、在来線特急列車との整合性を欠き（矛盾しており）、た

とえＮ７００系車両などを使用する列車の所要時間が長いことを考慮しても、

その合理性が認められないことの証拠として提出します。 

 

 

甲69号証 

標目  ：運転時間が長い主な列車の時刻（原本） 

作成日 ：２０２２（令和４）年２月２５日（奥付に記載の発行日） 

作成者 ：(株)交通新聞社 

立証趣旨：『ＪＲ時刻表』はＪＲ旅客６社が共同で編集しており、全国の駅の「みどりの

窓口」などで業務用としても使われている物です。 

これの２０２２年３月号（３月１２日ダイヤ改正後の全駅・全列車の時刻を

収録）から【甲68号証】の表に掲げた列車の運転時刻が掲載されている頁の

コピーを集めて綴じたものです。 

原本の頁番号とは別に書証としての頁番号を各頁の下に追記し、当該列車の

部分をマーカーペンで示しています。 

次の【甲70号証】と共に【甲68号証】の根拠データとして提出します。 
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甲70号証 

標目  ：列車編成のご案内（編成表）（原本） 

作成日 ：２０２２（令和４）年２月２５日（奥付に記載の発行日） 

作成者 ：(株)交通新聞社 

立証趣旨：『ＪＲ時刻表』２０２２年３月号９６７～９８２頁の写しです。 

原本の頁番号とは別に書証としての頁番号を各頁の下に追記し、【甲68号証】

の表に掲げた列車の部分をマーカーペンで示しています。 

この書証からわかるのは、以下のことです。 

(1) ９８２頁（原書の頁番号。書証としての頁番号では１６頁）の右上に掲 

  載の夜行寝台列車「サンライズ瀬戸・出雲号」の６号車と13号車を除く 

  全列車の全車両（号車）に、禁煙車であることを示す記号が付いている 

  こと。 

(2) 喫煙ルームがある旨の記載がある列車が、東海道～山陽～九州新幹線の 

  うちＮ７００系車両または５００系車両で運転する列車以外には、まっ 

  たく見当たらないこと。 

(3) 上記(1)と(2)から、東海道～山陽～九州新幹線の大部分の列車と「サン 

  ライズ瀬戸・出雲号」を除くすべての新幹線列車と在来線特急列車で、 

  喫煙ルームを設置せず完全禁煙を実施していること。 

上記【甲69号証】と共に【甲68号証】の根拠データとして提出します。 

 

 

甲71号証 

標目  ：ＪＲ北海道マナーガイド（写し） 

作成日 ：不明 

作成者 ：北海道旅客鉄道株式会社（ＪＲ北海道） 

立証趣旨：同社の公式ホームページで、受動喫煙防止と列車内の禁煙について紹介して

いるページです。 

https://www.jrhokkaido.co.jp/network/manner/ 
２頁目の一番下に、同社では新幹線・在来線とも全列車・全車両で完全禁煙

としている旨の記載がある一方で、列車内に喫煙ルームを設置している旨の

記載はありません。 

このことの証拠として提出します。 

 

 

甲72号証 

標目  ：ＪＲ東日本「列車の禁煙、喫煙について教えてください。」（写し） 

作成日 ：不明 

作成者 ：東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本） 

立証趣旨：同社の公式ホームページで列車内の禁煙について紹介しているページです。 

https://jreastfaq.jreast.co.jp/faq/show/1092?category_id=21&site_domain=
default 
同社では「サンライズ瀬戸・出雲」（夜行寝台列車）以外のすべての列車で、

喫煙ルームを設置せず完全禁煙としていることの証拠として提出します。 
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甲73号証 

標目  ：ＪＲ四国「受動喫煙防止の取り組みについて」（写し） 

作成日 ：不明 

作成者 ：四国旅客鉄道株式会社（ＪＲ四国） 

立証趣旨：同社の公式ホームページで列車内の禁煙について紹介しているページです。 

https://www.jr-shikoku.co.jp/emc_info/jyudoukituen.pdf 
左下の「列車での取り組み」の部分で、寝台列車（サンライズ瀬戸号のこと）

以外の全列車で完全無煙化（喫煙ルームを設置しない完全禁煙）としている

旨の記載があります。 

このことの証拠として提出します。 

 

 

甲74号証 

標目  ：全国の裁判所庁舎および敷地内の全面禁煙について（写し） 

作成日 ：不明 

作成者 ：最高裁判所 

立証趣旨：裁判所の公式ホームページから、最高裁判所と全国８箇所の高等裁判所（多

くはその管内の支部、地裁、家裁、簡裁なども含みます）における、庁舎内

および敷地内の全面禁煙化についてのお知らせを、２０２２（令和４）年３

月４日の時点でまとめたものです。 

最高裁判所 

https://www.courts.go.jp/saikosai/about/jyudou/index.html 
札幌高等裁判所 

https://www.courts.go.jp/sapporo-h/about/l3/Vcms3_00000240.html 
仙台高等裁判所 

https://www.courts.go.jp/sendai-h/about/osirase/kin-en/Vcms4_000000
99.html 

東京高等裁判所 

https://www.courts.go.jp/tokyo-h/about/osirase/kitsuen/index.html 
名古屋高等裁判所 

https://www.courts.go.jp/nagoya-h/about/osirase/l4/kinnennindex.htm
l 

大阪高等裁判所 

https://www.courts.go.jp/osaka-h/about/osirase/osirase_20040326/inde
x.html 

広島高等裁判所 

https://www.courts.go.jp/hiroshima-h/about/osirase/l4/Vcms4_0000021
1.html 

高松高等裁判所 

https://www.courts.go.jp/takamatsu-h/about/oshirase/l4/Vcms4_00000
339.html 

福岡高等裁判所 

https://www.courts.go.jp/fukuoka-h/about/osirase/kinen/index.html 
建物内の喫煙専用室や敷地内の喫煙所を廃止し、完全禁煙とする公共施設が

増えてきている事実があることの証拠として提出します。 

以上 


